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「年末調整「年末調整（定額減税事務）に（定額減税事務）に関関するする個別相談会」個別相談会」ののお知らせお知らせ
◆�給与支払者の方向け�◆◆�給与支払者の方向け�◆

八雲税務署より

令和６年度税制改正に伴い、令和６年分所得税については、定額による所得税の特別控除（定額
減税）が実施されることとなりました。
扶養控除等申告書を提出している給与所得者に対する定額減税は、給与の支払者が給与等を支払
う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行います。
源泉徴収義務者（給与の支払者）は、
①�令和６年６月１日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除す
る事務
②�年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との清算を行う事務
の二つの事務を行うことになり、②の事務のことを年末調整における定額減税事務といいます。
つきましては、給与支払者の方が行う年末調整における定額減税事務の個別相談会を、次のとお
り開催します（出席には電話予約が必要です）。

年末調整における定額減税事務を含めた年末調整事務の詳細については、
国税庁ＨＰの「年末調整がよくわかるページ」に掲載していますので、ぜひ
ご利用ください。

【予約・問い合わせ先】
　八雲税務署調査部門　☎０１３７－６３－２１９６（直通）（平日�午前９時～午後５時）
　※予約日時につきましては、先着順のためご希望に添えない場合があります。

会場 開催日時 定員 予約締切

八雲税務署　２階会議室
11月27日㈬　午前９時～午後３時

各10名 11月25日㈪
正午11月28日㈭　午前９時～午後３時
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※各相談時間は、30分程度を予定しています。


